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文教委員会で高知県を視察しました

「いのちの安全教育」だけでは、限界がある。

人権やジェンダーの理解、人間関係やセクシュアリティなども踏まえた包括的性教育を。

子どもたちに包括的性教育を。

文科省の「生命（いのち）の安全教育」が来年度から。

「性犯罪・性暴力対策」の一環として位置づけられ

ているのが「生命（いのち）の安全教育の実際です。

そうした限界と問題点を超えて、包括的性教育と

しての必要な内容を付け加えながら、暴力をなくし、

人権を尊重する教育実践を構想していく必要があり

ます。それは“からだの安全教育”としての包括的

性教育であり、からだの権利教育が求めらえている

と考えています。

生命（いのち）の安全教育の
問題点と限界

この目黒区にも導入される予定である、生命の安

全教育を策定していく方針において「①生命（いの

ち）の尊さや素晴らしさ、②自分を尊重し、大事に

すること（被害者にならない）③一人一人が大事な

存在であること（傍観者にならない）、のメッセー

ジを、協力に発信し続けることが重要である」とし

ています。こうした課題が政府から示されており、

「教育」は「性暴力や性被害の予防や対処に関する

教育」という形では使われていますが、「性教育」

として位置づけられてはいません。あくまでも

国は２０２０年度から２２年度までの３年間を、

性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」として、

文部科学省と内閣府が連携をして「生命の安全教

育」のための教材と指導の手引きを作成してきま

した。その準備期間を踏まえて、文部科学省が推

進する「生命（いのち）の安全教育」が２０２３

年度から本格実施される予定です。しかし、生命

（いのち）の安全教育には限界があります。目黒

区においても実施予定になりますが、子どもたち

には包括的性教育が望まれます。
目黒区では東京都が策定した
「性教育の手引」での事業を
行っているというが。

現在の目黒区においては、東京都が策定・改定し、

平成３１年３月に配布した「性教育の手引」が活用

されています。また、大鳥中学校など一部の中学校

において、この手引を活用した事業などを行ってい

ます。また、国は学習指導要領において、性交など

は取り扱わないという、いわゆる「はどめ規定」が

あり、先進国からは大きく取り残されている現状で

す。日本共産党目黒区議団は、これから始まる２３

年度の「生命（いのち）の性教育」に各学校が柔軟

な性教育が行えるよう、注視していくとともに、

ジェンダー主流化の推進を目指します。



１・なんでも相談 ■1２月日程 場所・芋川ゆうき 事務所

※なんでも相談（直接お越しください） 住所：原町２－２２－１２

1２月６・２０（火）午後７時～ ２７日はお休みします。

※無料法律相談 対面相談のみ １２月１３日 午後７時～

２・区議団無料法律相談 場所：目黒区役所５階の共産党控室

※１２月１５日（木）予定 午後２時～ 要TEL：090-4206-2048 （芋川）

病後児保育とは、保育園等に通っている乳幼児が「病気の回復期」にあって、集団保育が困難な時期

に、保護者の仕事の都合がつかず家庭で保育する人がいない場合、専用施設で一時的にお預かりする保

育です。目黒区は計画として区内５地域に最低１か所以上配置するとしながらも、現在は北部地域と西

部地域に１か所ずつしかありませんでした。今回開設するのは北部、中目黒駅近くに１か所と南部地域

に１か所の２か所です。

日本共産党目黒区議団は早急に５地区への開設するよう求めていました。

まだ、東部と中央部には開設予定がありませんので、引き続き求めます。

さらに、病児保育に関しても検討するように要望をあげています。

・南部地域開設予定 原町２丁目１番２４号 ビル２階

※にっとのクリニックの場所です。

教育委員会では、教育課題についての施策を積極的に展開するに当たり、教育施策に関する説明動画

を配信しています。令和3年11月からは動画配信を行っています。（※参考 前期分 下QRコード）

・実施方法 オンデマンド配信 目黒区公式youtubeチャンネルめぐろTV において配信

・オンデマンド配信開始日 令和４年 １１月２１日（月）

オンライン視聴が難しい方に対しては個別に対応するとのことですので、区に連絡をしてください。

・質問、意見受付期間

令和４年１１月２１日（月）から１２月２８日（水）まで

原則はオンラインアンケートフォームから意見などを受け付ける（郵送、持参

FAX等も可）。受け付けた意見等については、集約し、要旨としてHPに公表。


